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監査結果に対する措置通知書 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じたので、通

知いたします。 

 

（対 令和３年１１月２９日付け茂監第１１８号） 

総務部 職員課 

監  査  結  果 

 

・行財政改革をより一層推進するため、既存事業についてその効果を検証し、廃止又は

縮小も視野に入れ検討することが必要である。幅広い市民要望への対応や行政サービ

スの向上、職員の業務負担の軽減等様々な角度から検証し適切な判断が必要となるこ

とから、全庁的な体制により取り組まれたい。また、そのための主体となる担当部署

を明確にし、計画的な対応を図られたい。（対象課：総務課、職員課、企画政策課、

財政課） 

 

措  置  内  容 

 

・既存事業の検証については、事業実施に必要な職員数や人件費の見込などを適宜情報

共有しながら、企画政策課が主体となって取り組むこととした。 

併せて、職員の業務負担が過大にならないよう、所属ごとの時間外勤務の状況などを

踏まえ適切な職員配置を行う。 

 

 


